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熊本県一般競争入札等事務手続処理要領 

 

（平成７年２月１５日 伺 定） 

［沿 革］ （平成８年１０月２８日一部改正） 

（平成１５年７月１１日一部改正） 

（平成１６年２月２５日 改 正） 

（平成１８年６月３０日 改 正） 

（平成１９年６月２０日 改 正） 

（平成２０年３月２８日 改 正） 

（平成２１年３月２４日 改 正） 

（平成２１年６月２５日 改 正） 

（平成２１年９月１５日 改 正） 

（平成２３年３月３０日一部改正） 

      （平成２５年５月８日一部改正） 

（平成２６年３月３１日一部改正） 

（平成２７年６月１日一部改正） 

 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、県が発注する建設工事に係る一般競争入札及び条件付一般競争入札の手続に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 対象工事 

１ 一般競争入札については、県が発注する建設工事で、予定価格が地方公共団体の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第３

条第１項に規定する総務大臣が定める額以上のものを対象とする。 

２ 条件付一般競争入札については、県が発注する建設工事で、設計金額が別に定める額以上のもの

のうち、一般競争入札の対象とならないものを対象とする。ただし、災害その他の理由により緊急

を要する工事についてはこの限りでない。 

 

第３ 入札手続の種類 

１ 入札手続は、競争入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。）の審査を入

札前に行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき、落札者を決定する方法（以下「事

前審査型」という。）のほか、入札において最低の価格を提示した者（最低制限価格未満の価格を

提示し失格となった者又は低入札価格調査の結果適合した履行がなされないおそれがあると認めら

れた者を除く。以下「落札候補者」という。）について、入札後、競争参加資格の審査を行い、競

争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法（以下「事後審査型」という。）によ

るものとする。 

２ 条件付一般競争入札を行う場合においては、原則として、事後審査型により行うものとする。た

だし、議会の議決を要する契約を締結しようとする場合や建設工事共同企業体であることを競争参

加資格として設定する場合など入札前に競争参加資格を確認する必要があると認められる場合に

は、事前審査型により行うものとする。 

 

第４ 入札の公告 

１ 一般競争入札の公告 

(1) 第２の１の対象工事を一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項、特例政令第６条及び熊本県会計規則（昭和６０年

熊本県規則第１１号）第８４条第１項の規定に基づき、熊本県公報により公告を行うほか、入札

情報公開サービスシステムにより行うものとする。 

(2) (1)の規定による入札に係る公告（以下「入札公告」という。）においては、次に掲げる事項を
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英語により記載するものとする。 

 ｱ  工事名 

 ｲ  競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び必要な書類（以下「資料」という。）

の提出期限 

 ｳ  入札及び開札執行の日時 

 ｴ  当該入札に関する事務を担当する部（局）及び課（室）の名称 

２ 条件付一般競争入札の公告 

(1) 第２の２の対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合においては、入札情報公開サー

ビスシステムのほか、契約担当課（総室、室、センター）で定める場所において公告を行うもの

とする。 

(2) 入札公告は、事前審査型の場合は、別添１(1)の条件付一般競争入札標準入札公告例及び別添１

(2)の事前審査型一般競争入札公告共通事項書によるものとする。 

 事後審査型の場合は、別添２(1)の条件付一般競争入札標準公告例及び別添２(2)の事後審査型

一般競争入札共通事項書によるものとする。 

 

第５ 競争参加資格 

 競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、入札公告又は共通事項書（事前審査型一

般競争入札公告共通事項書及び事後審査型一般競争入札公告共通事項書をいう。一般競争入札におけ

る入札説明書を含む。以下同じ。）において当該事項を明らかにするものとする。 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

２ 対象工事に係る工事種別について、熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱（平成１５年熊本県

告示第２２１号。以下「格付要綱」という。）第２条第１項の規定に基づき入札参加者資格を認定

された者であること。 

３ 対象工事に係る工事種別等について、以下の条件を満たすこと。 

(1) 一般競争入札については、対象工事に係る工事種別について、建設業法（昭和２４年法律第１

００号。以下「法」という。）第２７条の２３に規定する経営事項審査における総合評定値（以

下「総合評定値」という。）が一定の点数以上であること。 

(2) 条件付一般競争入札については、原則として以下の条件を満たすこと。 

ｱ  県外に主たる営業所を有する建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別について、総合

評定値が一定の点数以上で、かつ、県内又は九州地域内に法第３条第１項に定める営業所を有

すること。 

ｲ  県内に主たる営業所を有する建設業者にあっては、格付要綱第２条第２項の規定に基づき対

象工事にかかる工事種別について特定の等級の認定を受けている者であること。ただし、対象

工事に係る工事種別が格付業種以外であるときは、総合評定値が一定の点数以上であること。 

４ 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出資比率

及び各構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。 

５ 対象工事と同種工事の施工実績があること（個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示するこ

と。）。ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。 

６ 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること（個別の工事に応じて技

術者の資格及び同種工事の施工経験をできるだけ詳細に明示すること。）。ただし、対象工事の施

工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。 

７ 熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成１６年熊本県告示第１１１号。

以下「指名停止要領」という。）に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団

の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中でないこと。 

８ 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があるなど、経営状態が

著しく不健全でないこと。 

９ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行った者

にあっては、当該手続開始決定後、２に掲げる入札参加者資格に係る随時の審査に基づく認定を受

けている者であること。 
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１０ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある

建設業者でないこと（「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本又は人事面において関連

がある」ことの具体的内容を入札公告又は共通事項書において明らかにすること。）。 

  １１ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該

当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合又は同一の共同企業体に属する場

合を除く。）。 

(1) 資本関係 

  以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第３号に規定する子会社（以下「子会社」という。）又は子会社の一方が会社更生法第２

条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定

する再生手続が存続中の会社（以下「再生手続が存続中の会社」という。）である場合を除く。 

 ｱ 会社法第２条第４号に規定する親会社（以下「親会社」という。）と子会社の関係にある場合 

 ｲ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(2) 人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、ｱについては、会社の一方が更生会

社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

 ｱ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

 ｲ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項

の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記(1)又は(2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

第６ 競争参加資格の決定 

 第５に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、競争参加資格審査会の審査を経て決定するものと

する。 

 

第７ 設計図書の閲覧及び配付の方法 

１ 設計図書の閲覧及び配付については、入札情報公開サービスシステムにより行う。 

２ 設計図書は、入札公告を開始した日から閲覧及び配付を開始するものとし、開札執行の日の前日

まで行うものとする。 

３ 設計図書の閲覧及び配付の期間並びに方法を入札公告において明らかにするものとする。 

 

第８ 競争参加資格確認申請書及び資料の提出 

１ 一般競争入札及び条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者

に申請書及び資料（競争参加資格を確認するために必要な書類を含む。）の提出を求めるものとす

る。 

２ １の場合において申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札公告を開始した日の翌日から

起算して８日間（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条例第１０号）第１条に規定する県

の休日並びに７月１５日、８月１３日から８月１５日まで、１２月２８日及び１月４日（以下「休

日等」という。）を含まない。）とする。ただし、事後審査型にあっては、原則として、入札公告

を開始した日の翌日から開札執行の日の前日までとする。 

３ 競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求める場合には、建設工事入札参加

資格審査申請書（共同企業体）及び建設工事共同企業体協定書の写しの提出を求めるものとする。 

４ 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより行わせるものとする。ただし、事後審査型の

入札に参加しようとする者、電子入札システムによる提出が困難な者又は書面による入札により参

加しようとする者については、対象工事の契約担当課（総室、室、センター）の指定する場所に持

参又は郵送（書留郵便に限る。）させるものとする。 

５ 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに知事が競争参加資格がないと認めた者は、事前

審査型にあっては、当該競争入札に参加することができないものとし、事後審査型にあっては、落

札決定しないものとする。 
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６ １から５までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにする

ものとする。 

(1) 申請書及び資料は、共通事項書において示す様式により作成すること。 

(2) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 

(3) 提出された申請書及び資料は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。 

(4) 提出された申請書及び資料は返却しないこと。 

(5) 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認

めないこと。 

(6) 申請書及び資料に関する問合わせ先 

(7) その他必要と認める事項 

 

第９ 資料の内容 

１  資料の内容は、(1)及び(2)とし、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

 なお、(1)の同種工事の施工実績及び(2)の配置予定技術者の同種工事の施工経験については、工

事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、(2)の配置予定技術者

については、複数の技術者を記載することができるものとし、その旨を入札公告又は共通事項書に

おいて明らかにするものとする。 

(1) 同種工事の施工実績を記載した書面 

 第５の５に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績 

(2) 配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験を記載した書面 

  第５の６に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験 

２ 必要があると認めるときは、１に加えて、１に掲げる資料の内容を証明するために必要な書類を

求めることができるものとし、当該書類の提出を求める場合には、その旨を公告又は共通事項書に

おいて明らかにするものとする。 

 

第１０ 競争参加資格の確認 

１ 提出された申請書及び資料に基づき競争参加資格の有無について確認を行うものとする。ただし、

一般競争入札においては、申請書及び資料の提出者が申請書及び資料の提出期限の日において第５

の２の資格を有していない場合において、競争参加資格のうち第５の１及び４から１１までに掲げ

る事項を満たしているときは、開札の時において第５の２及び３の(1)に掲げる事項を満たしている

ことを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 

２ １の確認は、競争参加資格審査会の審査を経て行うものとする。 

３ １の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。 

４ 第５の５の同種工事の施工実績及び第５の６の配置予定技術者の同種工事の施工経験の確認を行

うに当たっては、次の点に留意するものとする。 

(1) 一般競争入札においては、効力を有する政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）を適

用している国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、日本国内

における同種工事の施工実績及び配置予定技術者の同種工事の施工経験をもって行うものとす

る。 

(2) 条件付一般競争入札においては、日本国内における同種工事の施工実績及び配置予定技術者の

同種工事の施工経験をもって行うものとし、詳細は、入札公告において明らかにするものとする。 

５ 第５の６に掲げる配置予定技術者が、施工中の他の工事に従事している場合は、対象工事の現場

施工に着手する日の前に対象工事に従事できる見込みであることを確認するものとする。 

６ 事前審査型にあっては、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して、原則として、１０

日以内に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するものとする。事後

審査型にあっては、原則として５日以内に、競争参加資格の確認の結果、競争参加資格があると認

めた場合は落札者の決定について入札参加者に対し通知し、競争参加資格がないと認めた場合は競

争参加資格がないことについて落札候補者に対し通知するものとする。 

７ ６の通知は、事後審査型において競争参加資格がないと認めた場合を除き、原則として、電子入

札システムにより行う。書面により通知する場合は、事前審査型においては別記様式１、事後審査
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型において、落札者の決定について通知する場合は別記様式２により、競争参加資格がないことに

ついて通知する場合は別記様式３により、行うものとする。 

８  ６の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、

所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記する

ものとする。 

９ １及び３から６に掲げる事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

 

第１１ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

１ 競争参加資格がないと認められた者は、第１０の６の通知の日の翌日から起算して一般競争入札

については７日、条件付一般競争入札については５日（それぞれ休日等を含まない。）以内に、知

事に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。 

２ 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面（様式は、熊本県が発注する

工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理要綱（平成１４年熊本県告示第１２４号。以下「苦

情処理要綱」という。）に定める別記様式１による。）を持参することとし、郵送又は電送による

ものは受け付けないものとする。 

３ ２の書面の提出場所は、対象工事の契約担当課（総室、室、センター）とする。 

４ １の説明を求められたときは、原則として、１の競争参加資格がないと認めた理由についての説

明を求めることができる最終日の翌日から起算して、一般競争入札については１０日、条件付一般

競争入札については７日以内に、説明を求めた者に対し、別記様式４により回答するものとする。 

５ ４の回答内容を、競争参加資格審査を行った競争参加資格審査会に報告するものとする。 

６ 説明を求めた者に競争参加資格があると認めた場合においては、第１０の６の通知を取り消し、

４の回答と併せて別記様式１又は２により競争参加資格がある旨を通知するものとする。 

７ ６の通知を行う場合においては、競争参加資格審査会の審査を経るものとする。 

８ １から４までの事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

 

第１２ 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問 

１ 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に

対する回答書を入札情報公開サービスシステムにより閲覧に供するものとする。 

２ 質問書の提出期間は、原則として、入札公告を行った日から開札日の６日前（休日等を含まない。）

までとする。 

３ 質問書の提出は、対象工事の契約担当課（総室、室、センター）に持参し、又は郵送（書留郵便

に限る。）することとし、電送によるものは受け付けないものとする。 

４ 質問に対する回答書は別記様式５により作成し、その閲覧は、原則として、質問書を受理した日

の翌日から起算して２日後（休日等を含まない。）までに開始し、開札日の前日に終了するものと

する。 

５ １から４までに掲げる事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

 

第１３ 入札保証金及び契約保証金 

１ 入札保証金は、免除するものとする。 

２ 契約保証金は、納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供若しくは銀行、知事が確実と

認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１

８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代え

ることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場

合は、契約保証金を免除するものとする。 

３ １及び２に掲げる事項を、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

 

第１４ 入札及び開札の執行 

１ 開札は、原則として、第１２の２の質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して６日後（休日

等を含まない。）に執行するものとし、入札は、原則として、入札公告を行った日の翌日から（翌

日が休日等の場合は、最初の休日等でない日からとする。）開札日前の直近の休日等でない日まで



３－０３０－6 

の期間に電子入札システムにより行うものとする。ただし、書面による入札は、開札の日時及び場

所において行うものとする。 

２ 書面による入札の場合は、入札の執行に先立ち、競争参加資格確認通知書の写し（事前審査型の

場合に限る。）及び紙入札移行承認願（県の承認印のあるもの）を入札参加者に提出させるものと

する。 

３ 入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めるものとし、工事費内訳書の提示がな

い場合は、当該入札を無効とするものとする。 

４ 開札は、電子入札システムにより入札する者を除き、書面による入札により参加する者又はその

代理人を立ち会わせて行い、書面による入札により参加する者又はその代理人が立ち会わない場合

においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 

５ １から４までに掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。  

 

第１５ 入札の取りやめ 

競争参加資格確認申請書提出期限に申請者が１者又は入札期限に入札者が１者の場合（以下「１

者入札」という。）は、入札を取りやめ、入札者に取りやめ通知を行い、設計書及び仕様書、入札

参加資格要件等を確認のうえ、審査会の審査を経て再度の公告・入札を行う。 

なお、２以上の者が入札に参加し、無効な入札により有効な入札をした者が 1 者となったとき又

は競争参加資格確認後に結果として入札者が１者となったときは、この限りでない。 

おって、次に掲げる(1),(2)の場合は、あらかじめ審査会の審査を経て、1 者入札の場合でも入札

を取りやめないことができるものとする。 

(1) 特に緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機械を必要とする工事のとき 

(2) 再度の公告・入札で 1 者入札となったとき 

 

第１６ 入札の無効 

 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした

入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を入札公告及び共通事項書において明らか

にするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び知事

により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札又は落札者決定時において指名停止

要領に基づく指名停止を受けている者その他開札の時において第５に掲げる資格のない者は競争参加

資格のない者に該当する旨を共通事項書において明らかにするものとする。 

 

第１７ 落札候補者の決定方法 

１ 事後審査型において、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を

落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって

申込みをした者のうち、最低の価格を提示したものを落札候補者とする。 

２ 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、電子入札システムの電子くじにより落札

候補者を決定する。 

３ 落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順に、競争参加が

確認できるまで、申請書及び資料の提出を求めるものとする。 

 なお、次の候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、落札者として決定されなかった落

札候補者を除き電子入札システムの電子くじにより落札候補者を決定する。 

４ 落札候補者は、第５に掲げる競争参加資格を満たさなくなったときは、その旨を申し出なければ

ならないものとする。また、競争参加資格を満たさなくなったにもかかわらず、その旨を申し出な

かったときは、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがあるものとする。 

 ５ １から４までに掲げる事項を共通事項書により明らかにするものとする。 

 

第１８ 対象工事の請負者又はその下請業者によって調達される主要な資機材 

 一般競争入札の対象工事については、対象工事の請負者又はその下請業者によって調達されること

が想定される主要な資機材を、公告において明らかにするものとする。 
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第１９ 苦情申立て 

１ 一般競争入札については、本要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し、政府調達に

関する協定のいずれかの規定に反する形で調達が行われたと判断する場合には、熊本県政府調達苦

情検討委員会設置要綱（平成８年熊本県告示第４４６号の２）により設置された「熊本県政府調達

苦情検討委員会」に対して苦情を申し立てることができる旨を共通事項書において明らかにするも

のとする。 

２ 条件付一般競争入札について、本要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し苦情があ

る場合は、苦情処理要綱に基づき苦情を申し立てることができる旨を共通事項書において明らかに

するものとする。 

 

第２０ 落札者等の公示 

 一般競争入札の対象工事について落札者を決定したときは、熊本県物品等又は特定調達手続に関す

る規則（平成７年熊本県規則第８０号）第１１条の規定に基づき、落札者等を公示するものとする。 

 

第２１ その他 

１ 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を

共通事項書において明らかにするものとする。 

２ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合その他入札手続において不正又は不誠実な行為を行った

場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある旨を共通事項書において明らか

にするものとする。 

３ 対象工事の発注担当課（総室、室、センター）は、落札者が第９の１の(2)の資料に記載した配置

予定の技術者が、対象工事の現場に配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。 

４ 入札公告及び共通事項書に記載する事項については、上記に定めるもののほか、別添１及び別添

２の標準入札公告例及び共通事項書によるものとする。 

 

 附 則 

この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成８年１１月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成１５年７月１５日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１８年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１９年７月１日から施行し、施行日以後に公告を行うものから適用する。 

  附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２１年７月１日から施行し、施行日以降に公告を行うものから適用する。 

  附 則 

この要領は、平成２１年１０月１日から施行し、施行日以降に公告を行うものから適用する。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行し、施行日以降に公告を行うものから適用する。 

附 則 

この要領は、平成２５年５月１０日から施行し、施行日以降に公告を行うものから適用する。 

附 則 
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この要領は、平成２６年４月１日から施行し、施行日以降に公告を行うものから適用する。 

附 則 

この要領は、平成２７年６月１日から施行し、施行日以降に公告を行うものから適用する。 
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（別記様式１） 

 

第     号  

  年   月   日  

 

 商号又は名称 

 代表者氏名         様 

 

                         熊本県知事 ○ ○ ○ ○ 

 

競争参加資格確認通知書 

 さきに申請のあった○○○工事に係る競争参加資格について、下記のとおり確認したので通知します。 

 

記 

 

１ 公告日      年 月 日 

２ 工事番号 

３ 工事名 

４ 工事場所 

５ 競争参加資格の有無  有 ・ 無 

６ 入札に当たっての注意事項【競争参加資格有りの場合】 

  (1) 熊本県競争契約入札心得その他関係規定を承知のうえ、入札してください。 

   (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算

した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記入してください。 

   (3) 入札に際しては入札書に記載する入札金額に対応した工事費内訳書を提出してください。 

  (4) 入札時に必ずこの通知書の写しを持参してください。 

  (5) その他、注意事項を承知のうえ、入札してください。 

 

６ 競争参加資格がないと認めた理由【競争参加資格無しの場合】 

  ○○○○○○ 

 

 なお、競争参加資格がないと通知された場合は、知事に対して競争参加資格がないと認めた理由につ

いて説明を求めることができます。 

 この説明を求める場合は、  年 月 日までに熊本県○○部○○課へその旨を記載した書面を提出

してください。 
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（別記様式２） 

 

第     号  

  年   月   日  

 

 商号又は名称 

 代表者氏名         様 

 

                         熊本県知事 ○ ○ ○ ○ 

 

落札者の決定について（通知） 

 平成○○年○月○日に実施した入札について、下記のとおり落札者を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 工事番号      ○○○○○○ 

２ 工 事 名      ○○○○○工事 

３ 工事場所      ○○○○ 

４ 落 札 者   ○○○○ 

５ 落札金額   ○○○○○円（消費税及び地方消費税相当額含む） 
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（別記様式３） 

 

第     号 

  年   月   日 

 

 商号又は名称 

 代表者氏名         様 

 

 

熊本県知事 ○ ○ ○ ○ 

 

 

競争参加資格確認通知書 

 さきに申請のあった○○工事に係る競争参加資格について、下記の理由により競争参加資格が認めら

れなかったので通知します。 

 

記 

 

１ 開 札 日        年 月 日 

２ 工事番号 

３ 工 事 名 

４ 工事場所 

５ 競争参加資格がないと認めた理由 

  ○○○○○○○○ 

 

 

 

 なお、知事に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。 

 この説明を求める場合は、 年 月 日までに熊本県○○部○○課へその旨を記載した書面を提出し

てください。 
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（別記様式４） 

第      号  

  年  月  日  

 

 商号又は名称 

 代表者氏名        様 

 

                          熊本県知事  ○ ○ ○ ○ 

 

通知書 

   ○年○月○日に提出のあった  ○年度○○○号○○○○工事に係る請求について、下記のとお

り回答します。 

記 

 １ 通知した競争参加資格がないと認めた理由 

 

 ２ 競争参加資格がないと認めた理由の説明 

 

 

 

 

                             担当課：○○部○○課○○係 

                             電話番号：○○○○ 
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（別記様式５） 

  年  月  日  

 

 入札参加者各位 

 

                           熊本県知事  ○ ○ ○ ○ 

 

回答書 

 

 下記工事に係る質問について、回答します。 

担当課  ：○○部○○課○○係  

電話番号：○○○○            

 

工事番号 ○○年度○○第○○-○-○○号 公告日 ○○年○○月○○日 

工 事 名 ○○○○工事 

  

質問１  

  

回答１  

  

  

  

  

質問２  

  

回答２  
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（参考１－③） 

条件付一般競争入札（事後審査型）の標準日数 

 

                                （月曜日） 

  

                                                                          標準日数  累計日数  

（木曜日） 

 

                                                          ※１日 

                                    １日  

 

                                                         

※９日  

 

 

１４日 

 

※２日 

１６日  

※６日 

※３日 

                            

 

                                      ２１日 

 

 

※１日 

 

２２日 

 

 

競争参加資格の確認        

５日      （月曜日） 

 

資格なしの場合 

 

２７日  

 

※５日 

                               

３４日 

 

 ７日 

４１日 

 

注１：※は、県の休日等（土曜日、日曜日、祝日、7 月 15 日、8 月 13 日から 8 月 15 日まで、12 月 28

日から翌年 1 月 4 日まで）を含まない。 

      (**)は、紙入札を承認した場合。 

注２：当該標準日数は、休日を土曜日及び日曜日、競争参加資格審査会を月曜日に開催、入札公告日を

木曜日とした場合。 

競争参加資格審査会 

入札公告 

電子入札開始 

質問書の提出 

質問書への回答期限 

電子入札締切・競争参加資格 

確認申請書の提出 

（開札の前日） 

(入札(**))開札 

落札者保留 

競争参加資格審査会（持回り審査も可） 

落札者決定通知 資格確認通知 

競争参加資格がないと認めた理由の説明要求 

理由の説明要求に係る回答 

設
計
図
書
交
付
期
間 

質
問
に
対
す
る
回
答
の
閲
覧
期
間 

質
問
書
提
出
期
間 

※１５日 

見積期間 

【見積期間】 

(500 万円以上 5000 万円未満)

※１０日以上 

(5000 万円以上) 

※１５日以上 


